
５ 学   則 

 

第１章  総  則 

（目的）                                    

第１条 本学は教育基本法および学校教育法に従い，キリスト教精神に基づく三育教育の原則にたち， 

    高尚なクリスチャン品性，強健な体力および高度の知的能力を涵養し，指導的な社会人を育成

すると共に，セブンスデー・アドベンチスト教会の奉仕者を養成することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本学は三育学院短期大学と称する。 

 

第２章   学科・修業年限および定員 

（設置学科）                                   

第３条 本学に英語コミュニケーション学科および看護学科を置く。 

（修業年限および在学年限）                             

第４条 各学科の修業年限は下記の通りとする。ただし，修業年限の２倍を超えて在学することはでき

ない。 

        英語コミュニケーション学科   ２年 

        看  護  学  科             ３年 
（定員） 
第５条 本学の入学定員および収容定員は下記の通りとする。 
 

 学  科   名  入学定員 収容定員   

 英語コミュニケーション学科    ４０   ８０  

 看 護 学 科   ６０  １８０  

合       計   １００  ２６０  

 

第３章  授業科目 

（授業科目の区分） 

第６条 本学の授業科目の区分は，下記の通りとする。 

     英語コミュニケーション学科   看 護 学 科 

       教養科目           教養教育 

       専門科目           専門基礎教育 

       教職科目           専門教育 

（授業科目および単位数） 

第７条 本学の授業科目および単位数は，別表第１および第２の通りとする。 

 

第４章  履修方法等 

（単位の取得） 

第８条 本学の学生は，下記の通り単位を取得しなければならない。 

      英語コミュニケーション学科 

        教養科目 必修を含み５以上の学習区分より ２０単位以上 

        専門科目                 ３６単位以上 

                        合計   ６４単位以上 

  



      看  護  学  科 

        教養教育 

                    必修科目から             １２単位以上 

                    選択科目から              ８単位以上 

                専門基礎教育               ２１単位以上 

                専門教育                 ５９単位以上 

                        合計   １００単位以上 

（単位の計算方法） 

第９条 各授業科目の単位数は下記の基準によって計算する。 

   １ 講義は15時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める科目については30時間とす

る。 

   ２  演習は30時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定める科目については15時間とす

る。 

   ３ 実験，実習および実技は45時間の授業をもって１単位とする。ただし，別に定めるものにつ

いては30時間とする。 

（単位の授与） 

第10条 授業科目を履修し，その試験に合格した者には単位を与える。 

第11条 本学は教育上有益と認めるときは，学生が他の専門学校，短期大学または大学において修得し

た単位を本学における授業科目の履修とみなし（転学等の場合を除き）英語コミュニケーション学科に

ついては15単位，看護学科については23単位を超えない範囲で単位を与えることがある。その細則は別

に定める。 

２）前項の規定は学生が他の短期大学または高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学 

大臣が別に定める学修の場合にも準用する。この場合において修得したものとみなすことので

きる単位数は，前項の単位数と合わせて英語コミュニケーション学科については15単位，看護

学科については23単位を超えないものとする。 

３）第１項の規定は，学生が外国の短期大学または大学に留学する場合にも準用する。この場合 

において修得したものとみなすことのできる単位数は，１項および２項による単位数と合わせ

て30単位を超えないものとする。 

（単位互換） 

第12条 本学が教育上有益と認めるときは，提携または協定を結んだ他の短期大学または大学と単位互

換をすることができる。その細則は別に定める。 

２）前項の場合，本学において修得したものとみなすことのできる単位数は，第11条第１項の規 

定に基くものとする。 

（学習の評価） 

第13条 試験等の評価は下記の通りとする。 

優        １００点～８５点 

良         ８４点～７０点 

可         ６９点～６０点 

不可        ５９点以下 

（追試験） 

第14条 事故等により試験を受けられなかった場合，所定の手続きを経て追試験を受けることができる。

その細則は別に定める。 

 



第５章  公開講座 

（公開講座） 

第15条 本学の開講する講座の学習を希望する者並びに地域の社会人に，広く学習の機会を提供し，各

分野の知識・技能の向上と生涯学習に寄与するために，公開講座を開設することができる。 

２）公開講座の種類，開設の時期および期間等細則は，別に定める。 

 

第６章  宗教教育 

（宗教教育）                                   

第16条 本学の教育方針に基づき，学生は定められた宗教行事に出席・参加するものとする。その細則

は別に定める。  

                         

第７章  労作教育 

（労作教育） 

第17条 本学はその教育方針に従い，労作教育を行う。その細則は別に定める。 

第８章  生活教育 

（学寮） 

第18条 本学の教育方針に基づき，全学生は学寮に入ることを本則とする。その細則は別に定める。 

                                

第９章  入学・留学・休学・復学･退学･除籍 

（入学の時期） 

第19条 入学の時期は学年または学期の初めとする。 

（入学資格） 

第20条 本学に入学できる者は下記の各号の一つに該当し，かつ入学選考に合格した者とする。 

１ 高等学校を卒業した者 

２ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当 

する学校教育を修了した者を含む） 

３ 外国において学校教育における12年の課程を修了した者，またはこれに準ずる者で文部科 

学大臣の指定した者 

４ 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の 

当該課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 大学入学資格検定試験に合格した者 

（入学願書） 

第21条 本学への入学志願者は入学検定料を添えて所定の書式による入学願書，出身学校長の調査書等

を提出しなければならない。 

（入学および転入学） 

第22条 前条の入学および他の短期大学からの転入学は，教授会の決議を経て学長がこれを許可する。

その細則は別に定める。 

（入学手続） 

第23条 入学を許可された者は所定の必要書類を提出し，かつ期日までに入学時諸納付金を納付しなけ

ればならない。 

２）前項の手続きを怠った場合，合格を取り消すものとする。 

 



（保証人） 

第24条 保証人は独立の生計を営み，その任に耐え得る者でなければならない。 

（留 学） 

第25条 本学に在籍する学生が外国の短期大学又は大学において，本学が教育上有益と認める１年以内

の修学をする場合，これを「留学」という。その細則は別に定める。 

（休学） 

第26条 病気等のため１学期以上修学を中止しようとする者は休学を願い出ることができる。休学は教

授会の決議を経て学長がこれを許可する。 

２）休学期間は最高２年までとする。 

３）休学期間は第４条の在学年限に算入しない。 

（復学） 

第27条 復学は教授会の決議を経て，学長がこれを許可する。 

（退学） 

第28条 病気等のため退学しようとする者は，それを願い出ることができる。退学は教授会の決議を経

て学長がこれを許可する。 

（除籍） 

第29条 下記の各号の一つに該当する者は，教授会の決議を経て学長が除籍する。 

１ 第４条に定める在学年限を超えた者 

２ 第26条に定める休学の期間を超えてなお修学できない者 

３ 授業料の納付を怠り，督促してもなお納付しない者 

４ 長期間にわたり行方不明の者 

５ 所定の手続きを経ずに学業を中止した者 

 

第10章  卒業等 

（卒業及び学位） 

第30条 英語コミュニケーション学科にあっては２年以上，看護学科にあっては３年以上在学し，第８

条に定める単位を取得した者については，教授会の決議を経て，学長が卒業を認定する。 

２）学長は，卒業を認定した者に対して，短期大学士の学位を授与する。 

３）学位規定は別に定める。 

（資格の取得） 
第31条 教育職員免許状を得ようとする者は，所定の卒業条件を充足し，かつ教育職員免許法および同

法施行規則に定める科目を履修し，単位を取得しなければならない。 
２）本学において取得できる教育職員免許状は下記の通りとする。  

 

 学  科  取得できる教育職員免許状の種類   

英語コミュニケーション学科  中学校教諭二種免許状（英語）  

 

第11章  科目等履修生 

（科目等履修生） 

第32条 科目等履修生の受講は，教授会の決議を経て学長がこれを許可する。その細則は別に定める。 

 

第12章  外国人学生 

（外国人学生） 

第33条 外国人学生の入学・休学・退学・復学の許可は，第９章の規定に準じて行う。外国人学生の身



分等については別に定める。 

 

第13章  専攻科 

（専攻科） 

第34条 本学に専攻科をおく。 

２）専攻科の名称および学生定員は，次のとおりとする。 

       専攻科地域看護学専攻  入学定員  ２５名 

                   収容定員  ２５名 

３）専攻科の修業年限は１年とし，修業年限の２倍を超えて在学することはできない。 

（入学資格） 

第35条 専攻科に入学することのできる者は，次の各号の１に該当する者とする。 

１ 短期大学看護学科卒業者 

２ その他本学において前号と同等以上の学力のあると認めた者 

（教育課程） 

第36条 専攻科の授業科目および単位数は，別記のとおりとする。 

（修了） 

第37条 専攻科に１年在学し，所定の授業科目を履修し単位を習得した者については，教授会の議を経

て，学長が修了を認定する。 

２）学長は，修了を認定した者に対して，修了証書を授与する。 

（資格の取得） 

第38条 専攻科において所定の単位を取得した者は，次の資格を取得することができる。 

       専攻科地域看護学専攻  保健師国家試験受験資格 

（準用規定） 

第39条 専攻科については，この章に定めるもののほか，第12条から第14条まで，第16条から第18条ま

で，第19条および第21条から24条まで，第26条から第29条までの定めによるところによる。 

 

第14章  学納金 

（入学金等の納付） 

第41条 入学金等は期日までに納付しなければならない。 

（授業料等の納付） 

第41条 授業料等は期日までに納付しなければならない。 

（実験実習費等の納付） 

第42条 実験・実習等に必要な経費は，その都度これを納付しなければならない。 

（納付の方法） 

第43条 入学検定料，入学金，授業料，実験実習費等の納付方法は別に定める。 

（学納金の返還） 

第44条 既納の学納金は事情のいかんにかかわらず，これを返還しない。 

（授業料等） 

第45条 授業料，入学金等は下記の通りとする。 

       授 業 料（年額）  ６５０，０００円 

       施設設備費（年額）  ３１０，０００円 

       実験実習費（年額） 

        看護学科・専攻科  １２０，０００円 

       教育充実費（年額）  １６０，０００円 

       入 学 金      ２５０，０００円 



       入学検定料        ３０，０００円 

 

第15章  奨学金 

（奨学金） 

第46条 優秀な学生に対し奨学金制度を適用する。その細則は別に定める。 

 

第16章  職員組織 

（職員組織） 

第47条 本学に学長，教育職員，事務職員および一般職員を置く。教育職員には，教授，准教授，講師，

助教，助手等を置く。 

２）本学に名誉教授を置く。 

（学長） 

第48条 本学を統轄し，本学を代表するため学長を置く。 

 

第17章  運営委員会及び教授会等 

（運営委員会） 

第49条 本学の管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。 

（教授会） 

第50条 本学に教授会を置く。学長は教授会を召集し議長となる。 

（教授会の構成） 

第51条 教授会は学長および教育職員をもって構成する。 

（教授会の職能） 

第52条 教授会は下記の事項を審議する。 

１ 教育およびその研究に関する事項 

２ 教育課程に関する事項 

３ 学生の教育指導に関する事項 

４ 学生の試験，入退学，卒業等に関する事項 

５ 教授，准教授，助教，助手の候補選考に関する事項 

（各種委員会） 

第53条 教授会の下に学務委員会，図書委員会，学生委員会，宗教委員会等を置く。 

 

第18章  図書館 

（図書館） 

第54条 本学に附属図書館を置く。その細則は別に定める。 

 

第19章  学年・学期・休業 

（授業期間） 

第55条 授業を行う期間は年間35週を原則とする。 

（学年・学期） 

第56条 学年は４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。学年を下記の通り２期に分ける。 

      前 期  ４月１日から９月30日まで 

      後 期  10月１日から翌年３月31日まで 

（休 業） 



第57条 学業休業日は下記の通りとする。 

１ 日曜日 

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

３ 夏季休業  ７月２０日から９月３０日まで 

４ 冬季休業  １２月２０日から１月１０日まで 

５ 春季休業  ３月１０日から３月３１日まで 

２）学長が必要と認めたときは臨時休業日を設け，または休業日を変更することがある。 

 

第20章  賞罰 

（表彰） 

第58条 学業優秀・品行方正・精励恪勤の学生を表彰することがある。 

（懲戒） 

第59条 本学の規定に違反した場合，その軽重により戒告，停学，退学等の処分を行うことがある。そ

の細則は別に定める。 

２）前項の退学処分は次のいずれかの場合に行う。 

１  性行不良で改善の見込みがない場合 

２  学力劣等で成業の見込みがないと認められる場合 

３  正当な理由がなくて，出席が常でない場合 

４  学校の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した場合 

 

附  則 

     昭和46年４月１日から平成16年４月１日までの附則は省略する。 

附  則 

１ 本学則は平成17年４月１日から施行する。ただし，平成16年以前の入学生については，従 

前の定めによる。 

２ この学則の第45条（授業料，施設設備費，実験実習費，維持費）については，平成17年３ 

月31日現在在学する学生にも適用する。 

附  則 

１ 本学則は平成18年４月１日から施行する。平成17年以前の入学生については，従前の定め 

による。 

２ この学則の第45条（授業料，施設設備費，実験実習費，教育充実費）については，平成18 

年３月31日現在在学する学生にも適用する。 

附  則 

１ 本学則は平成19年４月１日から施行する。平成18年以前の入学生については，従前の定め 

による。 

２ この学則の第45条（授業料，施設設備費，実験実習費，教育充実費）については，平成19 

年３月31日現在在学する学生にも適用する。 

附  則 

１ 本学則は平成20年４月１日から施行する。平成19年以前の入学生については，従前の定め 

による。 

２ この学則の第45条（授業料，施設設備費，実験実習費，教育充実費）については，平成20 

年３月31日現在在学する学生にも適用する。 

 

 

別表第１ 



英語コミュニケーション学科授業科目 

  授業科目  単位数   

 

 

 

 

＊  

＊  

学習区分  科目名  必修  選択  

 

 

教  

 

 

 

 

 

 

養  

 

 

 

 

 

 

科  

 

 

 

 

 

目  

人生観の確立  現 代 と キ リ ス ト 教 Ⅰ 

現 代 と キ リ ス ト 教 Ⅱ 

ア セ ン ブ リ ー Ⅰ 

ア セ ン ブ リ ー Ⅱ 

キ リ ス ト 教 と 人 生 Ⅰ 

キ リ ス ト 教 と 人 生 Ⅱ 

労 作 教 育

２  

２  

１  

１  

 

 

 

２  

２  

２  

情報処理  情 報 科 学 

情 報 処 理 論 

Ｏ Ａ 演 習 

情 報 処 理 演 習 

２  

２  

２  

 

 

２  

人間の理解  宗 教 学 

文 学 

倫 理 学 

哲 学 

心 理 学 Ⅰ 

心 理 学 Ⅱ 

教 育 学 Ⅰ 

教 育 学 Ⅱ 

 ２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

自然の理解  自 然 科 学 概 論 Ⅰ 

自 然 科 学 概 論 Ⅱ 

生 物 学 

生 活 の 科 学 Ⅰ 

生 活 の 科 学 Ⅱ 

化 学 

生 理 学 

環 境 学 

 ２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

社会の理解    社 会 学 Ⅰ  ２  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                       授業科目  単位数   

  学習区分 科目名 必修 選択  

 

 

 

 

 

 

教  

 

 

 

 

 

養  

 

 

 

 

 

科  

 

 

 

 

 

目  

社会の理解  社 会 学 Ⅱ 

 歴 史 学 Ⅰ 

  歴 史 学 Ⅱ 

日 本 国 憲 法 

経 済 学 Ⅰ 

経 済 学 Ⅱ 

会 計 学 Ⅰ 

会 計 学 Ⅱ 

簿 記 Ⅰ 

簿 記 Ⅱ 

高 齢 化 社 会 の 諸 問 題 

社 会 福 祉 

ボ ラ ン テ ィ ア 論 

ボ ラ ン テ ィ ア 演 習 

時  事 問 題

 ２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

１  

２  

文化の理解  日 本 思 想 史 

日 本 文 化 史 

日 本 文 化 演 習 Ⅰ 

日 本 文 化 演 習 Ⅱ 

文 化 人 類 学 

東 ア ジ ア の 文 化 と 民 族 

西  洋  文  明  論 

 ２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

語学の修得  ド イ ツ 語 Ⅰ 

ド イ ツ 語 Ⅱ 

フ ラ ン ス 語 Ⅰ 

フ ラ ン ス 語 Ⅱ 

韓 国 語 Ⅰ 

韓 国 語 Ⅱ 

中 国 語 Ⅰ 

中 国 語 Ⅱ 

 ２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

表現力の養成  国 語 表 現 Ⅰ 

国 語 表 現 Ⅱ 

日 本 語 Ⅰ 

日 本 語 Ⅱ 

文 章 表 現 法 

２  

２  

２  

２  

２  

芸術性の涵養  音 楽 Ⅰ 

音 楽 Ⅱ 

音 楽 Ⅲ 

音 楽 特 講 Ⅰ 

音 楽 特 講 Ⅱ 

 ２  

２  

２  

１  

１  

      

科 目 分 類 
科 目 分 類 



  授業科目  単位数  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊  

＊  

学習区分 科目名 必修 選択  

教  

養  

科  

目  

絵 画 鑑 賞 論 ２  

健康の確立  

体 育 

健 康 の 原 則 

体 育 特 講 

 ２  

２  

２  

 

 

 

専  

 

 

 

 

 

 

門  

 

 

 

 

 

 

 

 

科  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  

英 語 学 

英 語 講 読 Ⅰ 

英 語 講 読 Ⅱ 

英 語 講 読 Ⅲ 

英 語 講 読 Ⅳ 

英 語 講 読 Ⅴ 

英 語 講 読 Ⅵ 

時 事 英 語 

英 作 文 Ⅰ 

英 作 文 Ⅱ 

英 文 法 Ⅰ 

英 文 法 Ⅱ 

英 会 話 Ⅰ 

英 会 話 Ⅱ 

Ｌ Ｌ 演 習 Ⅰ 

Ｌ Ｌ 演 習 Ⅱ 

英 会 話 演 習 Ⅰ 

英 会 話 演 習 Ⅱ 

英 会 話 演 習 Ⅲ 

英 会 話 演 習 Ⅳ 

翻 訳 研 究 Ⅰ 

翻 訳 研 究 Ⅱ 

英 語 表 現 法 

イングリッシュ･コミュニケーションⅠ  

イングリッシュ･コミュニケーションⅡ  

イングリッシュ･コミュニケーションⅢ  

イングリッシュ･コミュニケーションⅣ  

英 文 学 史 

米 文 学 史 

英 文 学 

米 文 学 

英 語 聖 書 文 学 Ⅰ 

英 語 聖 書 文 学 Ⅱ 

英 語 特 講 Ⅰ 

英 語 特 講 Ⅱ

２  

２  

２  

２  

 

 

 

 

 

２  

２  

２  

２  

 

 

２  

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  

２  

 

 

 

 

２  

２  

２  

２  

２  

 

 

 

 

１  

１  

 

 

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

４  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

 

２  

 

  

科 目 分 類 



 
授業科目  

単位数   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊  

＊  

必修 選択  

 

 

 

 

 

専  

 

 

 

 

 

門  

 

 

 

 

 

科  

 

 

 

 

 

目  

実 務 英 語 Ⅰ 

実 務 英 語 Ⅱ 

ビ ジ ネ ス 実 務 総 論 

ビ ジ ネ ス 実 務 演 習 

事 務 管 理 

情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 論 

ネ ッ ト ワ ー ク 演 習 

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 論 

国 際 協 力 

異 文 化 交 流 論 

異 文 化 演 習 Ⅰ 

異 文 化 演 習 Ⅱ 

ア メ リ カ の 歴 史 と 文 化 

イ ギ リ ス の 歴 史 と 文 化 

英 米 事 情 

演 習 Ⅰ 

演 習 Ⅱ 

演 習 Ⅲ 

演 習 Ⅳ 

古 典 文 学 Ⅰ 

古 典 文 学 Ⅱ 

宗 教 文 学 Ⅰ 

宗 教 文 学 Ⅱ 

言 語 学 Ⅰ 

言 語 学 Ⅱ 

科 学 英 語 Ⅰ 

科 学 英 語 Ⅱ 

キ リ ス ト 教 と 文 化 Ⅰ 

キ リ ス ト 教 と 文 化 Ⅱ 

キ リ ス ト 教 学 Ⅰ 

キ リ ス ト 教 学 Ⅱ 

キ リ ス ト 教 史 Ⅰ 

キ リ ス ト 教 史 Ⅱ 

教 養 英 語 Ⅰ 

教 養 英 語 Ⅱ

 

 

 

 

 

 

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

 

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

１  

１  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

教  

職  

科  

目  

教 師 論 

教 育 原 理 

教 育 心 理 学 

教 育 行 政 学 

英 語 科 教 育 法 

 ２  

２  

２  

１  

２  

 
 

授業科目
単位数   



必修 選択  

教  

職  

科  

目  

 道 徳 教 育 の 研 究 

教 育 課 程 研 究 法 

教 育 カ ウ ン セ リ ン グ 

総 合 演 習 

生 徒 指 導 

教 育 実 習 指 導 

教 育 実 習

 ２  

２  

２  

２  

２  

１  

４  

＊印の科目から４単位必修 

 

別表第２ 

看護学科授業科目 

 授業科目  単位数   

区分  科目名  必修  選択  

 

 

 

教  

 

 

 

 

 

養  

 

 

 

 

 

教  

 

 

 

 

 

育  

人生観の確立  現 代 と キ リ ス ト 教 Ⅰ 

現 代 と キ リ ス ト 教 Ⅱ 

ア セ ン ブ リ ー Ⅰ 

ア セ ン ブ リ ー Ⅱ 

ア セ ン ブ リ ー Ⅲ 

労 作 教 育 

人 間 と 倫 理

２  

２  

１  

１  

１  

 

 

 

 

２  

２  

人間の生活  心 の し く み と 働 き 

人 間 と 社 会 

人 間 と 文 化 

文 学 

音 楽 

時 事 問 題 

教 育 学 

生 活 と 科 学 

健 康 と 生 活

 

 

 

 

 

 

 

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

２  

人間と情報  論 理 的 思 考 

情 報 科 学 Ⅰ 

情 報 科 学 Ⅱ 

 ２  

１  

１  

文化と  

 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ  

英 語 Ⅰ 

英 語 Ⅱ 

英 語 Ⅲ 

異 文 化 演 習 

ボ ラ ン テ ィ ア 演 習 

日 本 文 化 演 習 Ⅰ 

日 本 文 化 演 習 Ⅱ 

日 本 文 化 史 

２  

１  
 

１  

１  

１  

２  

２  

２  

 

 



 授業科目  単位数   

区分  科目名  必修  選択  

 

 

専  

門  

基  

礎  

教  

育  

人間と健康  成 長 と 発 達 

人 体 の 形 態 と 機 能 Ⅰ 

人 体 の 形 態 と 機 能 Ⅱ 

健 康 と 栄 養 Ⅰ 

健 康 と 栄 養 Ⅱ 

生 命 と 倫 理

２  

２  

２  

２  

１  

１

 

環境と健康  健 康 環 境 論 

病 気 の 成 り 立 ち Ⅰ 

病 気 の 成 り 立 ち Ⅱ 

病 気 と く す り 

保健医療福祉システムⅠ 

保健医療福祉システムⅡ

２  

２  

２  

２  

１  

２

 

 

 

 

 

専  

 

 

 

 

門  

 

 

 

 

教  

 

 

 

 

育  

看護の基本  看 護 学 概 論 Ⅰ 

看 護 学 概 論 Ⅱ 

人 間 関 係 論 

健 康 行 動 と 教 育 

看 護 方 法 論 Ⅰ 

看 護 方 法 論 Ⅱ 

看 護 方 法 論 Ⅲ 

１  

１  

１  

１  

２  

２  

１  

 

健康保持強化  母 子 と 健 康 Ⅰ 

母 子 と 健 康 Ⅱ 

母 子 と 健 康 Ⅲ 

成 人 と 健 康 

老 年 者 と 健 康 

１  

３  

２  

１  

１  

 

健康回復保護  生 命 維 持 看 護 論 Ⅰ 

生 命 維 持 看 護 論 Ⅱ 

生 命 維 持 看 護 論 Ⅲ 

生 活 修 正 看 護 論 Ⅰ 

生 活 修 正 看 護 論 Ⅱ 

生 活 機 能 回 復 看 護 論 

緩 和 ケ ア 論 

在 宅 看 護 論 

１  

２  

２  

３  

２  

３  

２  

２  

 

看護研究の基礎  看 護 研 究 の 基 礎 

看 護 研 究 基 礎 演 習 

１  

１  

 

臨地実習  基 礎 看 護 実 習 Ⅰ 

基 礎 看 護 実 習 Ⅱ 

母 子 看 護 実 習 Ⅰ 

母 子 看 護 実 習 Ⅱ 

生 命 維 持 看 護 実 習 

１  

２  

２  

２  

３  

 

 

 



 授業科目  単位数   

区分  科目名  必修  選択  

専  

門  

教  

育  

臨地実習  生 活 機 能 回 復 看 護 実 習 

生 活 修 正 看 護 実 習 

精 神 看 護 実 習 

緩 和 ケ ア 実 習 

在 宅 看 護 実 習

３  

４  

２  

２  

２

 

 

 

別表第3 

専攻科授業科目 

 授業科目  単位数   

区分  科目名  必修  選択  

 

 

 

 

 

専  

 

 

 

 

門  

 

 

 

 

教  

 

 

 

 

育  

地域看護学慨論  地 域 看 護 学 概 論 Ⅰ 

地 域 看 護 学 概 論 Ⅱ 

２  

１  

 

地域看護活動論  地 区 活 動 論 

家 族 相 談 援 助 論 

健 康 教 育 論 

母 子 保 健 指 導 

成 人 保 健 指 導 Ⅰ 

成 人 保 健 指 導 Ⅱ 

高 齢 者 保 健 指 導 

地 域 精 神 保 健 指 導 

産 業 保 健 指 導 

学 校 保 健 指 導 

保 健 医 療 社 会 学 

地 域 看 護 活 動 論 演 習

２  

２  

２  

１  

1  

 

１  

1  

1  

 

 

２

 

 

 

 

１  

 

 

 

1  

２  

疫学・保健統計  疫 学 

保 健 統 計 学 

保 健 情 報 管 理 論 

２  

１  

１  

 

保健福祉行政論  保 健 福 祉 行 政 論 ２   

国際看護  国 際 関 係 と 国 際 保 健 

国際コミュニケーション論 

国 際 看 護 と 国 際 協 力 

母 子 保 健 と 国 際 協 力 

感 染 症 と 対 策 

 1  

1  

1 

1 

1 

ｷﾘｽﾄ教と保健医療 キ リ ス ト 教 と 保 健 医 療 １   

臨地実習  地 域 看 護 学 実 習 Ⅰ 

地 域 看 護 学 実 習 Ⅱ 

地 域 看 護 学 実 習 Ⅲ 

地 域 看 護 学 実 習 Ⅳ 

２  

１  

１  

 

 

２  

 


